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Ⅲ 健康で、生きがいとふれあいあふれるまちづくり 

◎健康づくりと保健・医療の充実 

(施)老人保健対策費（福祉部 保健センター） 

１６０，３７４千円（136,217千円） 

    １ 事業目的 

老人保健法及び新居浜市健康増進計画「元気プラン新居浜２１」に基づき、「壮年期死亡

の減少」「健康寿命の延伸」「生活の質の向上」を目指し、市民が「自らの健康は自らが守る」

という認識と自覚を高め、壮年期からの健康の保持・増進を図るため、健康教育・健康相談・

健康診査・訪問指導等を行い、生活習慣の改善を図り、生涯を通じた健康づくりを支援する。 

 

    ２ 事業年度 

       平成１８年度 

 

    ３ １８年度の事業内容 

       □健康手帳の交付 

         保健センター、本庁、支所、公民館で発行（対象：４０歳以上の市民） 

       □健康教育  

         集団･個別併用･･･体重適正化教室（20人）、内臓脂肪症候群予防教室（30人）等 

個別･･･高脂血症（10人）、糖尿病（10人）等、集団･･･健康づくり講演会等 

＜スタッフ＞医師・保健師・栄養士・運動指導士・歯科衛生士で実施 

＜対  象＞40歳以上の市民、基本健診の結果から要指導者に案内 

       □健康相談 

         40 歳以上の市民を対象に、心身の健康に関する個別の相談に応じ、必要な指導･助言

を行う。また、基本健康診査要指導者に健康度評価事業を実施。 

       □健康診査 

         基本健康診査･･････40歳以上、問診・身体計測・血圧・検尿・血液検査、65歳以上は

追加検査あり、委託医療機関（個別）、保健センター（集団） 

肝炎ウイルス検診･･･40歳以上の基本健康診査受診者のうち節目、要指導者を対象、 

委託医療機関（個別）、保健センター（集団） 

成人歯科健診･･･････40歳～70歳、委託医療機関（個別）、保健センター（集団） 

胃･肺がん検診･･････40歳以上、保健センター・公民館等 

子宮頸部がん検診･･･20歳以上、保健センター・公民館 

乳がん検診･････････40歳～65歳、保健センター 

大腸がん検診･･･････40歳以上、委託医療機関（個別）、保健センター（集団） 

骨粗鬆症検診･･･････40･45･50･55･60･65･70歳、保健センター 

       □訪問指導 

         基本健康診査の結果、要指導者等を対象に生活習慣病予防の指導を保健師・看護師・

栄養士・歯科衛生士で毎日実施 

       □人間ドック 

一日人間ドック（35歳、40歳以上、新居浜メジカルセンター） 

    ４ 財源内訳 

       □国 1/3(38,761千円) □県 1/3(38,761千円) □実費徴収金(1,784千円) 

       □一財（81,068千円） 
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(施)母子保健推進費（福祉部 保健センター） 

３４，００６千円（34,326千円） 

    １ 事業目的 

母子保健法に基づき妊婦から乳幼児までの健康管理、健康づくり支援、子育て支援を図る。 

    ２ 事業年度 

       平成１８年度 

    ３ 事業概要 

       □妊産婦新生児訪問により、妊娠・出産・育児に関し、相談に応じて必要な助言を行う。 

       □乳幼児健康相談で乳児の発達・発育の適切な助言を行うとともに、子育て相談により保

護者が抱える育児に対する不安の軽減を図る。 

       □１歳６か月児・３歳児健康診査で適切な指導と、専門医による精神発達相談及び経過観

察児フォローアップ事業を活用し、支援するとともに、育児サークル・児童クラブ等関

係機関と連携を図ることで、就学前の発達支援の充実をはかる。また、言語及び精神発

達面で経過を必要とする幼児並びにその保護者に、早期から相談及び支援ができる体制

をつくる。 

       □両親学級を開催し、妊娠中より夫婦でともに子育てする気持ちを持ち、積極的に父親の

育児参加を進める。 

    ４ １８年度の事業内容 

       □母子健康手帳・妊産婦新生児訪問 

         手帳は保健センター、本庁、支所で発行 

         訪問指導は保健師・看護師・栄養士により随時実施 

       □乳児健康相談 

         ５か月児健康相談（毎月2回）、後期の乳児を対象にした『すくすく乳児相談』（毎月

1 回）を保健センターで実施。身体計測、栄養・歯科・育児相談を行う。その他に、

５か月児健康相談時には、図書館司書が絵本の紹介を行う。（ブックスタート） 

       □１歳６か月児・３歳児健康診査 

         １歳６か月～２歳未満児及び３歳～４歳未満児対象に保健センターで月１回、歯科健

診・内科健診・身体計測・栄養・生活・歯科相談・心理相談・運動発達相談等を実施 

       □妊婦・乳児一般健康診査 

         妊婦一般健康診査を前期後期各１回、委託医療機関で実施（尿検査・血圧測定・血清・

血色素・貧血検査等。但し、前期はＢ型肝炎抗原検査、後期は出産予定日に満 35 歳

以上の妊婦に超音波検査を実施） 

         乳児一般健康診査（身体計測・医師による診察）を前期後期各１回、委託医療機関で

実施 

□経過観察児フォローアップ 

         １歳６か月健康診査等で言語及び精神発達面で経過観察を必要とする幼児を対象に、

フォローアップ教室「にこにこクラブ」を保健センターで１１回開催、発達相談やカ

ウンセリングを行うとともに、関係機関との連携を図り就学まで継続した支援体制が

とれるようフォローしていく。 

□両親学級（育児学級） 

         初めてパパママとなる夫婦対象に、１コース３日間の両親学級（おやつ＆離乳食につ

いて・絵本に親しもう・パパにもできる沐浴・妊婦シミュレーション体験等）を出産

予定月別に４コース開催し、健康な赤ちゃんを産み育てるための知識習得、妊婦同士

の仲間づくりを行うとともに、育児をしている夫婦が自分や相手を知り、共に子育て

をしていく土壌づくりを行う。 
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(施)感染症等予防費（福祉部 保健センター） 

１４２，７３５千円（122,324千円） 

    １ 事業目的 

検診を実施することにより、感染症の蔓延を防ぐ。予防接種法・結核予防法に基づき、予

防接種を実施することにより感染症に対する抵抗力をそなえ、感染を防止する。特に平成13

年度から、高齢者インフルエンザ予防接種が定期の予防接種に追加され、感染防止に寄与し

ている。 

 

    ２ 事業年度 

       平成１８年度 

 

    ３ 事業概要 

       □麻しん風しん二種混合・三種混合（DPT）・二種混合(DT)・インフルエンザ予防接種につ

いては、市が委託している医療機関において個別接種を実施 

□平成１７年度結核予防法一部改正により、接種年齢の引下げ・接種方法の変更のためＢ

ＣＧ予防接種を個別接種に変更 

□ポリオ予防接種については、ウイメンズプラザ・公民館で集団接種を実施 

       □結核予防法に基づきレントゲン検診を実施 

     

    ４ １８年度の事業内容 

       □ＢＣＧ（対象：生後６か月未満） 

         年間を通じて委託医療機関で実施 

□ポリオ（対象：生後３か月～７歳６か月未満） 

５月・１０月にウイメンズプラザ・公民館での集団接種 

□三種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風）（対象：Ⅰ期は生後３か月～７歳６か月未

満、Ⅱ期は１１歳～１３歳）※Ⅱ期は、二種混合（ジフテリア・破傷風） 

         年間を通じて委託医療機関で実施 

□麻しん風しん二種混合（対象：Ⅰ期 １歳代 Ⅱ期 年長児） 

         年間を通じて委託医療機関で実施 

※平成 18 年度予防接種法施行令改正により、麻しん風しん二種混合ワクチン 2 回制に変更 

Ⅱ期 年長児は該当児が数名程度の予定 

□日本脳炎（対象：Ⅰ期は生後６か月～７歳６か月未満、Ⅱ期は９歳～１３歳未満） 

         年間を通じて委託医療機関で実施 

        ※平成１７年５月３０日付け差し控え勧告以降ほとんど接種者なし 

         →平成１８年度中には新ワクチンによる接種再開が見込まれるため、平成１７年度分

とあわせて２年間分を予算措置 

□インフルエンザ（対象：６５歳以上、６０歳以上６５歳未満で心臓・腎 

臓・呼吸器の機能不全が身障手帳１級に相当する方） 

         １０月中旬～１２月に委託医療機関で実施 

□結核レントゲン検診（対象：65歳以上の一般市民） 

         年間を通じて高齢者福祉センター等で実施 
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◎児童福祉の充実 

(施)育児支援家庭訪問事業費（福祉部 保健センター） 

９，５３１千円（12,000千円） 

    １ 事業目的 

養育者が精神的にも肉体的にも最も支援を必用とする出産後間もない時期を中心に、専門

家による家庭訪問を実施し、養育者の不安を受け止め具体的な育児に関する技術支援を行う

ことで養育者の不安軽減を図り、深刻化する児童虐待を未然に防ぐ。 

    ２ 事業年度 

       平成１６年１０月～ 

    ３ 事業概要 

       □保健師・看護師・保育士等による訪問相談員（4 名）を保健センターに配置し、生後間

もない時期や転居直後、若年の父母、シングルマザー、養育者が病気がちである等、子

育てへのストレスが大きいと思われる家庭を訪問（発達相談・訓練が必要な家庭には理

学療法士、詳しい栄養相談には栄養士も訪問指導を行う） 

       □訪問により問題があると思われる家庭に対して、①各種育児支援サービスの紹介 ②関

係者を招集し訪問支援内容を検討 ③児童相談所への通告 等を実施 

    ４ １８年度の事業内容 

       □報酬 ７，４４２千円 

            訪問非常勤職員４名、栄養士・看護師雇上 

       □事務費 ２，０８９千円 

            指導用パンフレット等消耗品、理学療法士謝礼、通信運搬費等 

    ５ 特定財源 

       □国（2,023千円）（次世代育成支援対策交付金）□一財（7,508千円） 

 

(施)放課後児童対策費（福祉部 児童福祉課） 

５９，８１２千円（54,365千円） 

    １ 事業目的 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校１年生から３年生の児童を対象に、放課後

の安全な居場所を確保するとともに、生活や遊びの場を提供し、健全な育成を図る。 

    ２ 事業年度 

       昭和４７年度～ 

    ３ 事業概要 

       □大島・別子を除く１６校区で１７クラブ（中萩２クラブ）を開設 

       □開設時間：学校のある日（授業終了後～午後６時） 

             土曜日及び長期休暇中（午前８時３０分～午後６時） 

             （日曜日、国民の祝日及び１２月２９日～１月３日は休み） 

       □徴収金額：１か月３，０００円（８月のみ６，０００円） 

    ４ １８年度の事業内容 

       □報酬 ４５，５６２千円 

            直営分指導員３４名 

       □委託料 ９，７４６千円 

            委託分指導員７名、教材費等 

       □需用費 ２，２８３千円 

            教材・雑誌等消耗品、施設修繕、灯油代、医薬品等 
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       □その他 ２，２２１千円 

            傷害保険料、通信運搬費、備品購入等 

    ５ 財源内訳 

       □県 2/3、1/3（10人未満県単独）（18,134千円） 

 □実費徴収金 3,000円（８月のみ6,000円）（28,732千円）□一財（12,946千円） 

 

(経)児童手当費（福祉部 児童福祉課）（拡充） 

７９３，２０７千円（605,492千円） 

    １ 事業目的 

児童を養育している家庭の生活安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全育

成と資質の向上に資する。 

    ２ 事業年度 

       昭和４７年１月～ 

      （主な改正経過） 

       昭和４７年１月～ 支給対象 第３子以降、義務教育修了前児童 

       昭和６１年６月～ 支給対象拡大（第２子以降）、小学校就学前児童 

       平成４年 １月～ 支給対象拡大（第１子以降）、３歳未満児 

       平成１２年６月～ 支給対象拡大（３歳未満児→小学校就学前児童） 

       平成１６年４月～ 支給対象拡大（小学校就学前児童→小学校３年生まで） 

      （今回改正内容） 

       平成１８年４月～ 支給対象拡大（小学校３年生まで→小学校修了前まで） 

                所得制限緩和（被用者 ７８０万円→８６０万円） 

                      （非被用者 ５９６．３万円→７８０万円） 

    ３ 事業概要 

       □支給用件 小学校修了前の児童を監護、生計を維持している養育者に支給 

             所得制限あり 

       □手当額  第１子・第２子 月額５，０００円 

             第３子以降 月額１０，０００円 

       □支給月  ２月、６月、１０月 

       □費用負担 

       （３歳未満児） 

             児童手当被用者（厚年加入者） 国9/10 県１/20 市１/20 → 国8/10 県１/10 市１/10 

             児童手当非被用者（非厚年加入者） 国 2/3 県1/6 市1/6 → 国 1/3 県1/3 市1/3 

             特例給付（厚年加入者のうち所得制限を越えるものに対する特例措置） 国 10/10 

           （３歳以上児小学校就学児） 

             被用者就学前特例給付（厚年加入者） 国 2/3 県 1/6 市1/6 → 国 1/3 県 1/3 市1/3 

             非被用者就学前特例給付（非厚年加入者） 国2/3 県 1/6 市 1/6 → 国1/3 県1/3 市

1/3 

          □平成１８年度の事業費内訳 

         現行制度分     ６２７，８３５千円 

         制度改正分     １６５，３００千円 

         新居浜市単独分        ７２千円 

         （第４子以降、義務教育終了前、児童手当法対象児童除く 月額1,000円） 

    ４ 財源内訳 

       □国（338,034千円）□県（227,548千円）□一財（227,625千円） 
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◎障害者（児）福祉の充実 

(施)身体障害者在宅福祉対策事業費（福祉部 福祉課） 

９，３１７千円（9,478千円） 

    １ 事業目的 

障害のある人も家庭や地域で通常の生活ができる社会の実現に向けて、障害者の需要に応

じた事業を実施することにより、障害者の自立と社会参加の促進を図る。 

 

    ２ 事業年度 

       平成１８年度 

 

    ３ 事業概要 

       □手話通訳設置事業 

        ・市役所内の各窓口において聴覚障害者が申請手続きや依頼等相談を行う時に、コミュ

ニケーションを円滑にするため、手話通訳を福祉課に1名配置 

       □障害者社会参加促進事業 

        ・点訳奉仕員、朗読奉仕員、手話奉仕員、要約奉仕員の養成講座 

        ・手話通訳者、要約筆記者派遣（登録者はそれぞれ35名、8名） 

        ・パソコンボランティア養成講座 

        ・生活訓練（障害者のための料理教室、防災体験教室等） 

        ・スポーツ教室・スポーツ大会開催 

        ・自動車運転免許取得費、改造費助成 

        ・リフト付福祉バス運行 

       □点字広報等発行事業 

        ・市政だよりの点字版、朗読版作成 

     

    ５ 財源内訳 

       □県2/3（1,840千円）（障害者社会参加促進事業）□一財（7,477千円） 
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◎社会保険制度の充実 

(施・経)介護保険事業特別会計繰出金（福祉部 介護福祉課） 

１，２７１，３８４千円（1,309,607千円） 

                

 ※以下特別会計ベースの事業費 

    １ 事業目的 

介護保険事業に係る市の義務負担分及び事務費等の繰出金。 

 

    ２ 事業年度 

       平成１８年度 

 

    ３ 事業概要 

       □保険給付費 ８，６０５，７３４千円 

           ・介護サービス等諸費 ７，７０８，７０１千円 

             内居宅サービス  ４，３２６，５６５千円 

             内施設サービス  ３，３８２，１３６千円 

・介護予防サービス等諸費 ４５４，９６１千円 

・審査支払手数料      １５，３７２千円 

・高額介護サービス等費   ７１，７５９千円 

・特定入所者介護サービス費３５４，７７０千円 

・特定入所者介護予防サービス費  １７１千円  

       □地域支援事業費 ９９，４２８千円     

平成１８年度から地域包括支援センターを創設し、要介護状態に陥るおそれの高い高

齢者への介護予防事業、総合相談・権利擁護事業等を実施する。 

・介護予防事業費      ３５，１６０千円 

・包括的支援事業費     ３４，１４１千円 

・選択型地域支援事業費   ３０，１２７千円  
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(施・経)国民健康保険事業特別会計繰出金（福祉部 国保課） 

１，００３，１８６千円（1,042,373千円） 

                

 ※以下特別会計ベースの事業費 

    １ 事業目的 

国民健康保険については、保険給付費、老人保健拠出金及び介護保険に伴う介護納付金等

の必要な支出額を計上し、これに見合う公平で適正な負担の原則に基づく保険料を確保して、

安定的な国民健康保険事業を運営している。 

 

    ２ 事業年度 

       平成１８年度 

 

    ３ 事業概要 

       □総務費 ２２６，３６６千円 

            ・一般職員１９人と臨時・非常勤職員の人件費及び国保事業に要する事務経費 

 

□保険給付費 ８，８４６，０５７千円 

            ・国保被保険者の療養給付費、療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費

等の給付費 

□老人保健拠出金 ２，２９５，１００千円 

            ・老人医療費に充てるため各医療保険の保険者が拠出する費用（国保のように

老人加入率が高い保険者ほど負担は少ない） 

□介護納付金 ５９１，２１５千円 

            ・４０歳から６４歳までの２号介護被保険者の介護保険料の各医療保険者の負

担分 

□共同事業拠出金 １４０，００５千円 

            ・高額な医療費に対するため、県内の保険者が国保連合会に再保険事業として

拠出する費用 

□保健事業費 ４５，３６２千円 

            ・脳ドック、健康表彰、ヘルスアップ事業の経費及びはり・きゅう施術料助成

費 

□基金積立金 ２６８千円（基金利子相当分） 

            ・国保特別会計の財政調整を図り、国保事業の健全な運営に資するため、平成

９年度に「国民健康保険財政調整基金」が創設されたもので、現在の基金残

高は３億７，２００万円 

□その他 １５，６０３千円 

            ・諸支出金、保険料還付金、償還金等 

□予備費 ３００，０００千円 

            ・給付費の急激な増加等、国保財政運営上のアクシデントに対応するため予算

化しているもの 

 


